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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　キー入力手段の各キーを照射しかつＲＧＢ（Ｒｅｄ　Ｇｒｅｅｎ　Ｂｌｕｅ）各々の点
灯素子から構成される複数のライトが前記各キーに対応して設けられたキーバックライト
と、
　前記キー入力手段からのキー入力への応答及び前記キー入力手段からのキー入力による
操作結果に対するガイダンスとしての通知のうちの少なくともいずれかを示す情報を前記
複数のライトの色にて表示するために前記複数のライトの点灯制御を行う制御手段とを有
し、
　前記制御手段は、前記特定のキーのライトの色を他のキーのライトの色と異なる色で点
灯させることで必要とするキー入力の数と入力済みのキー入力の数とを通知することを特
徴とする携帯電話機。
【請求項２】
　前記複数のライトを、各々対応するキーの直下または近接する場所に配置したことを特
徴とする請求項１記載の携帯電話機。
【請求項３】
　キー入力手段の各キーを照射しかつＲＧＢ（Ｒｅｄ　Ｇｒｅｅｎ　Ｂｌｕｅ）各々の点
灯素子から構成される複数のライトが前記各キーに対応して設けられたキーバックライト
を携帯電話機に配設し、
　前記携帯電話機が、前記キー入力手段からのキー入力への応答及び前記キー入力手段か
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らのキー入力による操作結果に対するガイダンスとしての通知のうちの少なくともいずれ
かを示す情報を前記複数のライトの色にて表示するために前記複数のライトの点灯制御を
行う制御処理を実行し、
　前記制御処理において、前記特定のキーのライトの色を他のキーのライトの色と異なる
色で点灯させることで必要とするキー入力の数と入力済みのキー入力の数とを通知するこ
とを特徴とするキー入力結果通知方法。
【請求項４】
　前記複数のライトを、各々対応するキーの直下または近接する場所に配置したことを特
徴とする請求項３記載のキー入力結果通知方法。
【請求項５】
　キー入力を行うためのキー入力手段を含む携帯電話機内の中央処理装置に実行させるプ
ログラムであって、
　前記キー入力手段の各キーを照射しかつＲＧＢ（Ｒｅｄ　Ｇｒｅｅｎ　Ｂｌｕｅ）各々
の点灯素子から構成される複数のライトが前記各キーに対応して設けられたキーバックラ
イトを前記携帯電話機に配設し、
　前記キー入力手段からのキー入力への応答及び前記キー入力手段からのキー入力による
操作結果に対するガイダンスとしての通知のうちの少なくともいずれかを示す情報を前記
複数のライトの色にて表示するために前記複数のライトの点灯制御を行う制御処理を含み
、
　前記中央処理装置に対して、前記制御処理において、前記特定のキーのライトの色を他
のキーのライトの色と異なる色で点灯させることで必要とするキー入力の数と入力済みの
キー入力の数とを通知させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は携帯電話機及びキー入力結果通知方法並びにそのプログラムに関し、特に携帯
電話機からキー入力結果のユーザへの通知方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話機においては、高機能化に伴い、様々な機能が搭載される一方で、筐体デザイ
ン、画像、メロディ等のユーザの嗜好に合わせたデザインや機能も近年必要とされている
。
【０００３】
　一方、光を用いた機能の提供は、着信用ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉ
ｏｄｅ）や、筐体外側に配置されるＬＥＤ等に限られ、キー用の照明として実装されるキ
ーバックライトについては、キー全面、またはその一部を単色で点灯する方法（例えば、
特許文献１参照）や複数のキーを異なる発光色で発光させる方法（例えば、特許文献２参
照）がある。
【０００４】
　携帯電話機からキー入力結果のユーザへの通知方法は、液晶等の表示器を介して行われ
ている。また、表示器には、様々な情報が表示提供されることから、一つの表示画面では
情報提供が満足できず、複数の画面を切り替えて提供する、あるいは画面を一時的に重ね
合わせて提供する等の工夫が必要となっている。
【０００５】
　さらに、キー入力時においては、ユーザが表示器ではなく、キー入力部に注視するため
、入力結果を確認するために視点をキー入力部からわざわざ表示器へ移す必要がある。
【０００６】
【特許文献１】実開昭６２－０８１１３９号公報
【特許文献２】特開２００５－１３４９９８号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明に関連する携帯電話機では、複数の画面を切り替えて情報提供したり、画面を一
時的に重ね合わせて情報提供したりしなければならず、ユーザが入力結果を確認するため
に視点をキー入力部からわざわざ表示器へ移す必要があるため、十分な情報提供ができな
かったり、情報確認の実行時にストレスを与える原因となっている。
【０００８】
　上記の特許文献１は、キーバックライトをハードウェアにて固定的に設けているため、
十分な情報提供ができなかったり、情報確認の実行時にストレスを与える原因となるとい
う課題を解決することができない。同様に、特許文献２は、キーバックライト点灯時の発
光色によりキー識別やキー操作の効率化を図っているので、上記の課題を解決することが
できない。
【０００９】
　そこで、本発明の目的は上記の問題点を解消し、ユーザからの入力に応答する際に、液
晶表示によらず、ユーザに対して意味を持たせた形状（点灯パターン）で情報を通知する
ことができる携帯電話機及びキー入力結果通知方法並びにそのプログラムを提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明による携帯電話機は、キー入力手段の各キーを照射しかつＲＧＢ（Ｒｅｄ　Ｇｒ
ｅｅｎ　Ｂｌｕｅ）各々の点灯素子から構成される複数のライトが前記各キーに対応して
設けられたキーバックライトと、
　前記キー入力手段からのキー入力への応答及び前記キー入力手段からのキー入力による
操作結果に対するガイダンスとしての通知のうちの少なくともいずれかを示す情報を前記
複数のライトの色にて表示するために前記複数のライトの点灯制御を行う制御手段とを備
え、
　前記制御手段は、前記特定のキーのライトの色を他のキーのライトの色と異なる色で点
灯させることで必要とするキー入力の数と入力済みのキー入力の数とを通知している。
【００１１】
　本発明によるキー入力結果通知方法は、キー入力手段の各キーを照射しかつＲＧＢ（Ｒ
ｅｄ　Ｇｒｅｅｎ　Ｂｌｕｅ）各々の点灯素子から構成される複数のライトが前記各キー
に対応して設けられたキーバックライトを携帯電話機に配設し、
　前記携帯電話機が、前記キー入力手段からのキー入力への応答及び前記キー入力手段か
らのキー入力による操作結果に対するガイダンスとしての通知のうちの少なくともいずれ
かを示す情報を前記複数のライトの色にて表示するために前記複数のライトの点灯制御を
行う制御処理を実行し、
　前記制御処理において、前記特定のキーのライトの色を他のキーのライトの色と異なる
色で点灯させることで必要とするキー入力の数と入力済みのキー入力の数とを通知してい
る。
【００１２】
　本発明によるプログラムは、キー入力を行うためのキー入力手段を含む携帯電話機内の
中央処理装置に実行させるプログラムであって、
　前記キー入力手段の各キーを照射しかつＲＧＢ（Ｒｅｄ　Ｇｒｅｅｎ　Ｂｌｕｅ）各々
の点灯素子から構成される複数のライトが前記各キーに対応して設けられたキーバックラ
イトを前記携帯電話機に配設し、
　前記キー入力手段からのキー入力への応答及び前記キー入力手段からのキー入力による
操作結果に対するガイダンスとしての通知のうちの少なくともいずれかを示す情報を前記
複数のライトの色にて表示するために前記複数のライトの点灯制御を行う制御処理を含み
、
　前記中央処理装置に対して、前記制御処理において、前記特定のキーのライトの色を他
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のキーのライトの色と異なる色で点灯させることで必要とするキー入力の数と入力済みの
キー入力の数とを通知させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明は、上記のような構成及び動作とすることで、ユーザからの入力に応答する際に
、液晶表示によらず、ユーザに対して意味を持たせた形状（点灯パターン）で情報を通知
することができるという効果が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　次に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。まず、本発明による携帯
電話機の概略について説明する。本発明による携帯電話機は、キーバックライトを構成す
る複数のＲＧＢ（Ｒｅｄ　Ｇｒｅｅｎ　Ｂｌｕｅ）化されたライトに対して独立制御を可
能とし、キーバックライトを単にキーの照明用途に使用するのではなく、液晶表示の他に
、新たにユーザへの情報伝達手段（キー入力結果の通知手段）として用いる改善を図って
いる。
【００１５】
　本発明による携帯電話機は、キー入力部を照らすキーバックライトとして、キーバック
ライトを構成するＲＧＢ制御可能でかつ複数の色が発光可能な３つの点灯素子［例えば、
ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）］を持つライトを複数持っている
。
【００１６】
　また、本発明による携帯電話機は、上述したライトがキー入力部を構成する複数のキー
各々に近接して配置され、上述した各ライトがそれぞれ独立に制御可能となっている。
【００１７】
　さらに、本発明による携帯電話機は、表示部に表示される情報に加えて、特定の組合せ
のキーを他のキーと異なった点灯色のライトで照らすことによって、文字や記号を表す形
状（パターン）で点灯し、その形状によりユーザに情報（文字や記号による情報）を通知
することを特徴としている。
【００１８】
　キー入力部を照らすキーバックライトについては、複数の色が発光可能となるようにＲ
ＧＢ化を行い、例えば数字の「１」に相当する複数のキーのライトを、他の残りのキーの
ライトと違う色にて点灯し、「１」のパターンを形成している。
【００１９】
　本発明による携帯電話機は、上述したような動作を行わせることにより、例えばユーザ
が「１」に相当するキーを押下した場合に、「クリア，１，２，５，８，０」キーにそれ
ぞれ相当するライトを他のキーと異なる色で点灯して数字の「１」を表す形状で点灯する
。
【００２０】
　このようにして、本発明による携帯電話機は、表示器に表示された情報を確認するまで
もなく、キーのライトの光の色によりユーザが瞬時にキー入力結果を受け取ることが可能
となる。
【００２１】
　図１は本発明の第１の実施の形態による携帯電話機の構成例を示すブロック図である。
図１において、携帯電話機１は、ＣＰＵ（中央処理装置）１０と、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏ
ｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１１と、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）
１２と、無線機送受信部１３と、キーバックライト１４と、キー入力部１５と、表示制御
部１６と、表示部１７と、マイク１８と、スピーカ１９と、レシーバ２０とから構成され
ている。
【００２２】
　ＣＰＵ１０は、バス３０を介して装置内の各部と接続されている。このうちＲＯＭ１１
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は、ＣＰＵ１０が実行するためのキーバックライト制御、省電力制御といった各種の制御
プログラムや、各種メロディを鳴音するための固定的なメロディデータを格納したメモリ
である。また、ＲＯＭ１１には、図４に示すように、入力されたキーの種類に応じてライ
トの色を変更して点灯させるキーの種類と色の指定情報も格納している。
【００２３】
　ＲＡＭ１２は、使用者が入力したデータや、ダウンロードしたデータを保存する用途に
使用されると共に、インタネットにアクセスした際のデータを一時的に保存したり、作業
用のメモリとしても利用される。無線機送受信部１３は、無線によってデータの送受信を
行う回路である。
【００２４】
　キーバックライト１４は、キー入力部１５を照光するためのＬＥＤライトとＲＧＢ制御
部（図示せず）とから構成され、ＲＧＢを制御することによって複数色で点灯させること
が可能である。また、このライトは、ＲＧＢを１セットとした複数のセットで構成され、
各ＲＧＢセットそれぞれに、個別の制御も可能となっている。そのため、キーバックライ
ト１４は、全セット同色点灯や、ＲＧＢのセット実装数分だけ異なった色で点灯させるこ
とも可能としている。
【００２５】
　キー入力部１５は、各種のキー（テンキー、機能キー、携帯電話機を折りたたんだ際に
外側に配置されるキー）から入力を受け付ける入力回路である。表示制御部１６は、表示
部１７の表示を制御する制御回路である。
　マイク１８、スピーカ１９、レシーバ２０は、通話を行う際に使用する音響部品であり
、マイク１８にて送話者の音声を入力し、スピーカ１９またはレシーバ２０より相手話者
の音声を出力する。
【００２６】
　図２は図１のキーバックライト１４のＬＥＤの実装位置の例を示す図である。図２にお
いて、キーバックライトＬＥＤ２０１を構成するライト２０２は、ＲＧＢ化されている。
ライト２０２は、３つの点灯素子（例えば、ＬＥＤ）Ｒ，Ｇ，Ｂを持ち、ＲＧＢ制御部に
接続される。
【００２７】
　ＲＧＢ制御部では、点灯素子Ｒ，Ｇ，Ｂの輝度、点灯時間を制御し、ユーザが所定の点
灯・点滅パターンを任意に設定可能となっている。また、このライトは、携帯電話機１の
全てのキー、あるいは任意のキーの直下、または近接した場所に配置される。図２では、
キーバックライトＬＥＤ２０１を横３個×縦７個配置した例を示している。
【００２８】
　図３は本発明の第１の実施の形態によるキー入力応答処理を示すフローチャートであり
、図４は本発明の第１の実施の形態によるキー入力応答処理に用いるキーの種類と色の指
定との対応を示すテーブルの構成例を示す図である。これら図１～図４を参照して本発明
の第１の実施の形態によるキー入力への応答処理について説明する。尚、図３に示す処理
は、ＣＰＵ１０がＲＯＭ１１に格納されたプログラムを実行することで実現される。
【００２９】
　図３において、携帯電話機１は、キーが入力された場合にキーの種類を検知し、キーバ
ックライト１４全体を白色点灯させる。その際、携帯電話機１は、検知済みのキーの種類
に応じて、ＲＯＭ１１に格納されている情報を基に指定されたキーの直下、または近接し
た場所に配置されるライトの色を変更して点灯させる。その後、携帯電話機１は、一定時
間キー入力が行われない場合、キーバックライト１４全体を消灯する。
【００３０】
　また、図４は、上述したＲＯＭ１１に格納されている情報であり、入力されたキーの種
類３００に応じて、ライトの色を変更して点灯させるキーの種類３０１と、変更する色３
０２の指定値とを併せ持つテーブルの構成を示しており、本実施の形態における入力され
たキーの種類に応じてライトの色を変更して点灯させるキーの種類と色の指定値との例を
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示している。
【００３１】
　入力されたキーの種類３００が「１キー」の場合は、ライトの色を変更して点灯させる
キーの種類３０１が「クリア，１，２，５，８，０」キーであり、変更する色３０２が「
赤」である。
【００３２】
　入力されたキーの種類３００が「２キー」の場合は、ライトの色を変更して点灯させる
キーの種類３０１が「開始，クリア，終話，３，４，５，６，７，＊，０，＃」キーであ
り、変更する色３０２が「赤」である。
【００３３】
　入力されたキーの種類３００が「３キー」の場合は、ライトの色を変更して点灯させる
キーの種類３０１が「開始，クリア，終話，３，４，５，６，９，＊，０，＃」キーであ
り、変更する色３０２が「赤」である。
【００３４】
　入力されたキーの種類３００が「４キー」の場合は、ライトの色を変更して点灯させる
キーの種類３０１が「開始，終話，１，３，４，５，６，９，＃」キーであり、変更する
色３０２が「赤」である。
【００３５】
　入力されたキーの種類３００が「５キー」の場合は、ライトの色を変更して点灯させる
キーの種類３０１が「開始，クリア，終話，１，４，５，６，９，＊，０，＃」キーであ
り、変更する色３０２が「赤」である。
【００３６】
　入力されたキーの種類３００が「６キー」の場合は、ライトの色を変更して点灯させる
キーの種類３０１が「開始，１，４，５，６，７，９，＊，０，＃」キーであり、変更す
る色３０２が「赤」である。
【００３７】
　入力されたキーの種類３００が「７キー」の場合は、ライトの色を変更して点灯させる
キーの種類３０１が「開始，クリア，終話，１，３，４，６，９，＃」キーであり、変更
する色３０２が「赤」である。
【００３８】
　入力されたキーの種類３００が「８キー」の場合は、ライトの色を変更して点灯させる
キーの種類３０１が「開始，クリア，終話，１，３，４，５，６，７，９，＊，０，＃」
キーであり、変更する色３０２が「赤」である。
【００３９】
　入力されたキーの種類３００が「９キー」の場合は、ライトの色を変更して点灯させる
キーの種類３０１が「開始，クリア，終話，１，３，４，５，６，９，＃」キーであり、
変更する色３０２が「赤」である。
【００４０】
　入力されたキーの種類３００が「＊キー」の場合は、ライトの色を変更して点灯させる
キーの種類３０１が「クリア，１，２，３，４，５，６，７，８，９，０」キーであり、
変更する色３０２が「赤」である。
【００４１】
　入力されたキーの種類３００が「０キー」の場合は、ライトの色を変更して点灯させる
キーの種類３０１が「開始，クリア，終話，１，３，４，６，７，９，＊，０，＃」キー
であり、変更する色３０２が「赤」である。
【００４２】
　入力されたキーの種類３００が「＃キー」の場合は、ライトの色を変更して点灯させる
キーの種類３０１が「１，２，３，７，８，９」キーであり、変更する色３０２が「赤」
である。
【００４３】
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　入力されたキーの種類３００が「ソフトキー１」の場合は、ライトの色を変更して点灯
させるキーの種類３０１が「クリア，１，２，５，８，０」キーであり、変更する色３０
２が「青」である。
【００４４】
　入力されたキーの種類３００が「ソフトキー２」の場合は、ライトの色を変更して点灯
させるキーの種類３０１が「開始，クリア，終話，３，４，５，６，７，＊，０，＃」キ
ーであり、変更する色３０２が「青」である。
【００４５】
　入力されたキーの種類３００が「ソフトキー３」の場合は、ライトの色を変更して点灯
させるキーの種類３０１が「開始，クリア，終話，３，４，５，６，９，＊，０，＃」キ
ーであり、変更する色３０２が「青」である。
【００４６】
　入力されたキーの種類３００が「ソフトキー４」の場合は、ライトの色を変更して点灯
させるキーの種類３０１が「開始，終話，１，３，４，５，６，９，＃」キーであり、変
更する色３０２が「青」である。
【００４７】
　入力されたキーの種類３００が「ソフトキー５」の場合は、ライトの色を変更して点灯
させるキーの種類３０１が「開始，クリア，終話，１，４，５，６，９，＊，０，＃」キ
ーであり、変更する色３０２が「青」である。
【００４８】
　入力されたキーの種類３００が「上キー」の場合は、ライトの色を変更して点灯させる
キーの種類３０１が「クリア，１，２，３，５，８，０」キーであり、変更する色３０２
が「緑」である。
【００４９】
　入力されたキーの種類３００が「下キー」の場合は、ライトの色を変更して点灯させる
キーの種類３０１が「クリア，２，５，７，８，９，０」キーであり、変更する色３０２
が「緑」である。
【００５０】
　入力されたキーの種類３００が「左キー」の場合は、ライトの色を変更して点灯させる
キーの種類３０１が「クリア，１，４，５，６，７，０」キーであり、変更する色３０２
が「緑」である。
【００５１】
　入力されたキーの種類３００が「右キー」の場合は、ライトの色を変更して点灯させる
キーの種類３０１が「クリア，３，４，５，６，９，０」キーであり、変更する色３０２
が「緑」である。
【００５２】
　入力されたキーの種類３００が「サイドキー１」の場合は、ライトの色を変更して点灯
させるキーの種類３０１が「クリア，１，２，５，８，０」キーであり、変更する色３０
２が「黄」である。
【００５３】
　入力されたキーの種類３００が「サイドキー２」の場合は、ライトの色を変更して点灯
させるキーの種類３０１が「開始，クリア，終話，３，４，５，６，７，＊，０，＃」キ
ーであり、変更する色３０２が「黄」である。
【００５４】
　携帯電話機１は、起動後のキー入力を受付可能な状態においてキーが入力されると、入
力されたキーの種類を検知する（図３ステップＳ１）。尚、ここでは、入力されたキーの
種類は「３」であるとする。
【００５５】
　携帯電話機１は、入力されたキーの種類を検知した後、キーバックライト１４全体を白
色で点灯させるが、このうち、入力されたキーの種類に応じて図４に指定されたキーの直



(8) JP 5104635 B2 2012.12.19

10

20

30

40

50

下、または近接した場所に配置されるライトは色を変更して点灯する（図３ステップＳ２
）。
【００５６】
　ここでは、入力されたキーは「３」であるため、図４の入力されたキーの種類３００が
「３」キーに該当する部分を参照し、ライトの色を変更して点灯させるキーの種類３０１
で指定されている通りに、「開始，クリア，終話３，４，５，６，９，＊，０，＃」キー
のライトを、変更する色３０２で指定されている通りに「赤」色に変更して点灯する。
【００５７】
　その後、携帯電話機１は、一定時間内にキー入力があるかを判断し（図３ステップＳ３
）、一定時間内にキー入力があれば、上述したステップＳ１～Ｓ３の処理を繰り返すため
に開始点へ戻る。また、携帯電話機１は、一定時間内にキー入力がない場合、キーバック
ライト１４全体を消灯し（図３ステップＳ４）、処理を終了する。
【００５８】
　図５は本発明の第１の実施の形態によるキー入力に応答したキーバックライト１４の点
灯パターンを示す図である。図５においては、本発明の第１の実施の形態に関するキーバ
ックライト１４によるキー入力への応答の様子を示しており、入力されたキーの種類が「
３」である場合において、上述した実施例の通りにライトの色を変更して点灯した結果を
示している。
【００５９】
　尚、本発明の第１の実施の形態による携帯電話機１では、キーバックライト１４全体を
点灯する色を白色としているが、この色をユーザが設定することも可能とする。また、図
４の、ライトの色を変更して点灯させるキーの種類３０１、変更する色３０２は、ユーザ
が個々に設定することも可能とする。さらに、図４の、入力されたキーの種類３００、ラ
イトの色を変更して点灯させるキーの種類３０１、変更する色３０２は、予め複数の組合
せをプリインストールしておき、ユーザが選択することも可能とする。
【００６０】
　このように、本実施の形態では、キー入力部１５に関して複数の色が発光可能なライト
（キーバックライト１４）を複数配置して、文字や記号を表す形状（点灯パターン）とな
るように点灯制御することにより、ユーザからの入力に応答する際に、液晶表示によらず
、ユーザに対して意味を持たせた形状（点灯パターン）で情報を通知することができる。
【００６１】
　また、本実施の形態では、複数色の発光が可能なことから、例えば暗証番号入力画面に
おいて、暗証番号が正しければ緑色で正解を表す形状（例えば、「○」の点灯パターン等
）でキーバックライト１４を点灯制御し、間違えていれば赤色で不正解をあらわす形状（
例えば、「×」の点灯パターン等）でキーバックライト１４を点灯制御するといったよう
に、色についても意味を持たせることにより、より多くの情報をユーザへ通知することが
できる。
【００６２】
　さらに、本実施の形態では、単に他のキーと色を変えるといった利用方法ばかりでなく
、複数のライトを用いて、色の点灯時間、場所、輝度を短期間に順次変更することによっ
て、ライト発光による動的な表現も可能となることから、ユーザに情報を通知しながらに
、光のイルミネーション機能として商品性の向上を図ることもできる。
【００６３】
　図６は本発明の第２の実施の形態によるキー操作結果の正否の通知処理を示すフローチ
ャートであり、図７は本発明の第２の実施の形態によるキー入力の操作結果の正否の通知
処理に用いるキーの種類と色の指定との対応を示すテーブルの構成例を示す図である。
【００６４】
　本発明の第２の実施の形態による携帯電話機の構成は図１に示す本発明の第１の実施の
形態による携帯電話機１と同様である。これら図１と図６と図７とを参照して本発明の第
２の実施の形態によるキー操作結果の正否の通知処理について説明する。尚、図６に示す
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処理は、ＣＰＵ１０がＲＯＭ１１に格納されたプログラムを実行することで実現される。
【００６５】
　図６において、携帯電話機１は、キー入力による操作が正しく行われたか、正しく行わ
れなかったかの操作結果に応じて、ＲＯＭ１１に格納されている情報により指定されたキ
ーの直下、または近接した場所に配置されるライトの色を変更して点灯させることで、ガ
イダンスとして通知する動作を示したものである。尚、本実施の形態では、暗証番号入力
シーンにおいて、暗証番号が正しく入力されたか、正しく入力されなかったかの入力結果
によりキーバックライト１４の色を変更して通知する方法について説明する。
【００６６】
　また、図７は、上述したＲＯＭ１１に格納されている情報であり、キー入力による操作
結果４００に応じて、ライトの色を変更して点灯させるキーの種類４０１と、変更する色
４０２の指定値を併せ持つテーブルであり、本発明の第２の実施例に於ける指定値の例で
ある。
【００６７】
　キー入力による操作結果４００が「正しく行われた」の場合は、ライトの色を変更して
点灯させるキーの種類４０１が「クリア，１，３，４，６，８」キーであり、変更する色
４０２の指定値が「緑」である。
【００６８】
　キー入力による操作結果４００が「間違えて行われた」の場合は、ライトの色を変更し
て点灯させるキーの種類４０１が「開始，終話，２，５，７，９」キーであり、変更する
色４０２の指定値が「赤」である。
【００６９】
　本実施の形態において、携帯電話機１は、キーバックライト１４として、白色を点灯さ
せるように設定されている。携帯電話機１は、キー操作が開始されると、キーバックライ
ト１４全体を白色点灯し（図６ステップＳ１１）、キー操作が正しく行われたか否かを判
断する（図６ステップＳ１２）。尚、本実施の形態では、暗証番号とキー入力により入力
された番号とが一致することをもって、キー操作が正しく行われたことと判断する。
【００７０】
　携帯電話機１は、ステップＳ１２の判定により、キー操作が間違えて行われたと判断さ
れた場合、図７のキー操作が間違えて行われた場合のところで指定されている種類のキー
に対応するライトの色を変更して点灯する（図６ステップＳ１３）。
【００７１】
　本実施の形態の場合は、図７のキー操作結果４００が「間違えて行われた」に該当する
部分を参照し、ライトの色を変更して点灯させるキーの種類４０１で指定されている通り
に「開始，終話，２，５，７，９」キーに対応するライトを、変更する色４０２で指定さ
れている通りに「赤」色に変更して点灯する。
【００７２】
　携帯電話機１は、ステップＳ１３の処理の後、一定時間後に変更したライトの色を白色
に戻して点灯し（図６ステップＳ１４）、開始点へ戻る。
【００７３】
　携帯電話機１は、ステップＳ１２の判定によりキー操作が正しく行われたと判断された
場合、図７のキー操作が正しく行われた場合のところで指定されている種類のキーに対応
するライトの色を変更して点灯する（図６ステップＳ１５）。
【００７４】
　本実施の形態の場合は、図７のキー操作結果４００が「正しく行われた」に該当する部
分を参照し、ライトの色を変更して点灯させるキーの種類４０１で指定されている通りに
「クリア，１，３，４，６，８」キーに対応するライトを、変更する色４０２で指定され
ている通りに「緑」色に変更して点灯する（図６ステップＳ１５）の処理の後、一定時間
後に変更したライトの色を白色に戻して点灯し（図６ステップＳ１６）、処理を終了する
。



(10) JP 5104635 B2 2012.12.19

10

20

30

40

50

【００７５】
　図８は本発明の第２の実施の形態におけるキー操作の結果の正否を通知する様子を示す
図である。図８において、暗証番号入力画面５００にてキーが入力されることで、バック
ライト全体を白色点灯し（５０１）、キー入力による操作が正しく行われなかった場合の
操作結果（「×」の点灯パターン）の通知（５０２）と、キー入力による操作が正しく行
われた場合の操作結果（「○」の点灯パターン）の通知（５０３）の様子を示している。
【００７６】
　図９は本発明の第３の実施の形態による必要とするキー入力数と入力済みのキー入力数
との通知処理を示すフローチャートであり、図１０及び図１１は本発明の第３の実施の形
態によるキー入力数の通知処理に用いるキーの種類と色の指定との対応を示すテーブルの
構成例を示す図である。
【００７７】
　本発明の第３の実施の形態による携帯電話機の構成は図１に示す本発明の第１の実施の
形態による携帯電話機１と同様である。これら図１と図９～図１１とを参照して本発明の
第３の実施の形態によるキー入力数の通知処理について説明する。尚、図９に示す処理は
、ＣＰＵ１０がＲＯＭ１１に格納されたプログラムを実行することで実現される。
【００７８】
　図９において、携帯電話機１は、キー入力による操作の際に、必要とするキー入力の数
と、入力済みのキー入力の数とに応じて、ＲＯＭ１１に格納されている情報により指定さ
れたキーの直下、または近接した場所に配置されるライトの色を変更して点灯することで
、キー入力に必要な数のガイダンスとして通知する動作を示している。尚、本実施の形態
では、４桁の暗証番号を入力するシーンにおいて通知する方法について説明する。
【００７９】
　また、図１０は、上述したＲＯＭ１１に格納されている情報であり、キー入力必要な桁
数６００に応じて、ライトの色を変更して点灯させるキーの種類６０１、変更する色６０
２各々の指定値を併せ持つテーブルであり、本発明の第３の実施の形態におけるキー入力
必要な桁数に応じてライトの色を変更して点灯させるキーの種類と色の指定値の例である
。
【００８０】
　キー入力必要な桁数６００が「１桁」の場合は、ライトの色を変更して点灯させるキー
の種類６０１が「＊，０，＃」キーであり、変更する色６０２の指定値が「赤」である。
【００８１】
　キー入力必要な桁数６００が「２桁」の場合は、ライトの色を変更して点灯させるキー
の種類６０１が「７，８，９，＊，０，＃」キーであり、変更する色６０２の指定値が「
赤」である。
【００８２】
　キー入力必要な桁数６００が「３桁」の場合は、ライトの色を変更して点灯させるキー
の種類６０１が「４，５，６７，８，９，＊，０，＃」キーであり、変更する色６０２の
指定値が「赤」である。
【００８３】
　キー入力必要な桁数６００が「４桁」の場合は、ライトの色を変更して点灯させるキー
の種類６０１が「１，２，３４，５，６７，８，９，＊，０，＃」キーであり、変更する
色６０２の指定値が「赤」である。
【００８４】
　さらに、図１１は、上述したＲＯＭ１１に格納されている情報であり、キー入力済みの
桁数７００、ライトの色を変更して点灯させるキーの種類７０１、変更する色７０２各々
の指定値を併せ持つテーブルであり、本発明の第３の実施の形態における入力済みの桁数
に応じてライトの色を変更して点灯させるキーの種類と色の指定値の例である。
【００８５】
　キー入力済みの桁数７００が「０桁」の場合は、ライトの色を変更して点灯させるキー
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の種類７０１が「変更なし」であり、変更する色７０２が「変更なし」である。
【００８６】
　キー入力済みの桁数７００が「１桁」の場合は、ライトの色を変更して点灯させるキー
の種類７０１が「＊，０，＃」キーであり、変更する色７０２が「緑」である。
【００８７】
　キー入力済みの桁数７００が「２桁」の場合は、ライトの色を変更して点灯させるキー
の種類７０１が「７，８，９，＊，０，＃」キーであり、変更する色７０２が「緑」であ
る。
【００８８】
　キー入力済みの桁数７００が「３桁」の場合は、ライトの色を変更して点灯させるキー
の種類７０１が「４，５，６７，８，９，＊，０，＃」キーであり、変更する色７０２が
「緑」である。
【００８９】
　キー入力済みの桁数７００が「４桁」の場合は、ライトの色を変更して点灯させるキー
の種類７０１が「１，２，３４，５，６７，８，９，＊，０，＃」キーであり、変更する
色７０２が「緑」である。
【００９０】
　図９において、携帯電話機１は、キーバックライト１４として白色を点灯させるように
設定されている。
【００９１】
　携帯電話機１は、キー操作待ちの状態においてキーバックライト１４全体を白色点灯す
る（図９ステップＳ２１）。次に、携帯電話機１は、キー入力必要な桁数に応じて、図１
０に指定されている種類のキーに対応するライトの色を変更して点灯する（図９ステップ
Ｓ２２）。
【００９２】
　本実施の形態の場合は、４桁の暗証番号であるため、図１０のキー入力必要な桁数６０
０が「４桁」に該当する部分を参照し、ライトの色を変更して点灯させるキーの種類６０
１で指定されている通りに「１，２，３４，５，６７，８，９，＊，０，＃」キーに対応
するライトを、変更する色６０２で指定されている通りに「赤」色に変更して点灯する。
【００９３】
　携帯電話機１は、ステップＳ２２の処理後、キー入力を待ち続け（図９ステップＳ２３
）、キー入力があった場合にはキー入力済みの桁数に応じて、図１１に指定されている種
類のキーに対応するライトの色を変更して点灯する（図９ステップＳ２４）。
【００９４】
　例えば、１桁目が入力された場合には、図１１のキー入力済みの桁数７００が「２桁」
に該当する部分を参照し、ライトの色を変更して点灯させるキーの種類７０１で指定され
ている通りに「＊，０，＃」キーに対応するライトを、変更する色７０２で指定されてい
る通りに「緑」色に変更して点灯する。
【００９５】
　携帯電話機１は、ステップＳ２４の処理後、キー入力が全桁行われたかを判断し（図９
ステップＳ２５）、キー入力が全桁行われていない場合、ステップＳ２３の処理に戻り、
キー入力を待ち続ける。携帯電話機１は、キー入力が全て行われた場合、一定時間後にキ
ーバックライトを白色点灯に戻して点灯し（図９ステップＳ２６）、処理を終了する。
【００９６】
　尚、本実施の形態では、ステップＳ２５の処理の後に、本発明の第２の実施の形態に示
す様に、キー入力による暗証番号入力が正しく行われたか、正しく行われなかったかの操
作結果に応じて、ＲＯＭ１１に格納されている情報により指定されたキーの直下、または
近接した場所に配置されるライトの色を変更して点灯させてもよい。
【００９７】
　図１２は本発明の第３の実施の形態における必要とするキー入力の数と入力済みのキー
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入力の数とを通知する様子を示す図である。図１２においては、暗証番号入力画面８００
にて、必要とするキー入力の数を表示（８０１）した後、キーが入力された桁数に応じて
キー入力数を通知（８０２～８０５）している様子を示している。
【００９８】
　図１３は本発明の第４の実施の形態によるキー操作により指示された動作の種類に応じ
た応答処理を示すフローチャートであり、図１４は本発明の第４の実施の形態によるキー
操作により指示された動作の種類に応じた応答処理に用いるキーの種類と色の指定との対
応を示すテーブルの構成例を示す図である。
【００９９】
　本発明の第４の実施の形態による携帯電話機の構成は図１に示す本発明の第１の実施の
形態による携帯電話機１と同様である。これら図１と図１３と図１４とを参照して本発明
の第４の実施の形態によるキー入力数の通知処理について説明する。尚、図１３に示す処
理は、ＣＰＵ１０がＲＯＭ１１に格納されたプログラムを実行することで実現される。
【０１００】
　図１３において、携帯電話機１は、キー操作が行われた場合にキーバックライト１４全
体を白色点灯させる。その際、携帯電話機１は、キー操作により指示された動作の種類に
応じて、ＲＯＭ１１に格納されている情報を基に指定されたキーの直下、または近接した
場所に配置されるライトの色を変更して点灯させ、その後に、一定時間キー入力が行われ
ない場合、キーバックライト１４全体を消灯している。
【０１０１】
　また、図１４は、上述したＲＯＭ１１に格納されている情報であり、キー操作により指
示された動作の種類９００に応じて、ライトの色を変更して点灯させるキーの種類９０１
、変更する色９０２各々の指定値を併せ持つテーブルであり、本実施の形態におけるキー
操作により指示された動作の種類に応じてライトの色を変更して点灯させるキーの種類と
色の指定値の例である。
【０１０２】
　指示された動作の種類９００が「チャネル１選局」の場合は、ライトの色を変更して点
灯させるキーの種類９０１が「クリア，１，２，５，８，０」キーであり、変更する色９
０２が「緑」である。
【０１０３】
　指示された動作の種類９００が「チャネル２選局」の場合は、ライトの色を変更して点
灯させるキーの種類９０１が「開始，クリア，終話，３，４，５，６，７，＊，０，＃」
キーであり、変更する色９０２が「緑」である。
【０１０４】
　指示された動作の種類９００が「チャネル３選局」の場合は、ライトの色を変更して点
灯させるキーの種類９０１が「開始，クリア，終話，３，４，５，６，９，＊，０，＃」
キーであり、変更する色９０２が「緑」である。
【０１０５】
　指示された動作の種類９００が「チャネル４選局」の場合は、ライトの色を変更して点
灯させるキーの種類９０１が「開始，終話，１，３，４，５，６，９，＃」キーであり、
変更する色９０２が「緑」である。
【０１０６】
　指示された動作の種類９００が「チャネル５選局」の場合は、ライトの色を変更して点
灯させるキーの種類９０１が「開始，クリア，終話，１，４，５，６，９，＊，０，＃」
キーであり、変更する色９０２が「緑」である。
【０１０７】
　指示された動作の種類９００が「チャネル６選局」の場合は、ライトの色を変更して点
灯させるキーの種類９０１が「開始，１，４，５，６，７，９，＊，０，＃」キーであり
、変更する色９０２が「緑」である。
【０１０８】
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　指示された動作の種類９００が「チャネル７選局」の場合は、ライトの色を変更して点
灯させるキーの種類９０１が「開始，クリア，終話，１，３，４，６，９，＃」キーであ
り、変更する色９０２が「緑」である。
【０１０９】
　指示された動作の種類９００が「チャネル８選局」の場合は、ライトの色を変更して点
灯させるキーの種類９０１が「開始，クリア，終話，１，３，４，５，６，７，９，＊，
０，＃」キーであり、変更する色９０２が「緑」である。
【０１１０】
　指示された動作の種類９００が「チャネル９選局」の場合は、ライトの色を変更して点
灯させるキーの種類９０１が「開始，クリア，終話，１，３，４，５，６，９，＃」キー
であり、変更する色９０２が「緑」である。
【０１１１】
　指示された動作の種類９００が「チャネル１０選局」の場合は、ライトの色を変更して
点灯させるキーの種類９０１が「クリア，１，２，３，４，５，６，７，８，９，０」キ
ーであり、変更する色９０２が「緑」である。
【０１１２】
　指示された動作の種類９００が「チャネル１１選局」の場合は、ライトの色を変更して
点灯させるキーの種類９０１が「開始，クリア，終話，１，３，４，６，７，９，＊，０
」キーであり、変更する色９０２が「緑」である。
【０１１３】
　指示された動作の種類９００が「チャネル１２選局」の場合は、ライトの色を変更して
点灯させるキーの種類９０１が「１，２，３，７，８，９」キーであり、変更する色９０
２が「緑」である。
【０１１４】
　指示された動作の種類９００が「音量変更（ＵＰ）」の場合は、ライトの色を変更して
点灯させるキーの種類９０１が「２，４，５，６，７，８，９」キーであり、変更する色
９０２が「青」である。
【０１１５】
　指示された動作の種類９００が「音量変更（ＤＯＷＮ）」の場合は、ライトの色を変更
して点灯させるキーの種類９０１が「１，２，３，４，５，６，８」キーであり、変更す
る色９０２が「青」である。
【０１１６】
　指示された動作の種類９００が「録画開始」の場合は、ライトの色を変更して点灯させ
るキーの種類９０１が「クリア，１，２，３，４，５，６，７，８，９，０」キーであり
、変更する色９０２が「赤」である。
【０１１７】
　指示された動作の種類９００が「録画一時停止」の場合は、ライトの色を変更して点灯
させるキーの種類９０１が「１，３，４，６，７，９，＊，＃」キーであり、変更する色
９０２が「赤」である。
【０１１８】
　指示された動作の種類９００が「再生開始」の場合は、ライトの色を変更して点灯させ
るキーの種類９０１が「１，４，５，６，７，８，＊」キーであり、変更する色９０２が
「白」である。
【０１１９】
　指示された動作の種類９００が「再生一時停止」の場合は、ライトの色を変更して点灯
させるキーの種類９０１が「１，３，４，６，７，９，＊，＃」キーであり、変更する色
９０２が「白」である。
【０１２０】
　指示された動作の種類９００が「録画停止・再生停止」の場合は、ライトの色を変更し
て点灯させるキーの種類９０１が「１，２，３，４，５，６，７，８，９，＊，０，＃」
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キーであり、変更する色９０２が「白」である。
【０１２１】
　携帯電話機１は、起動後のキー操作を受付可能な状態においてキー操作が行われると、
入力されたキー操作の種類を検知する（図１３ステップＳ３１）。尚、ここでは入力され
たキー操作が「録画開始」であるとする。
【０１２２】
　携帯電話機１は、キー操作により指示された動作の種類を検知した後、キーバックライ
ト１４全体を白色で点灯させるが、このうち、キー操作により指示された動作の種類に応
じて図１４に指定されたキーの直下、または近接した場所に配置されるライトは色を変更
して点灯する（図１３ステップＳ３２）。
【０１２３】
　ここでは、行われたキー操作が「録画開始」であるため、図１４の、指示された動作の
種類９００が「録画開始」に該当する部分を参照し、ライトの色を変更して点灯させるキ
ーの種類９０１で指定されている通りに「２，４，５，６，７，８，９，０」キーのライ
トを、変更する色９０２で指定されている通りに「赤」色に変更して点灯する。
【０１２４】
　その後、携帯電話機１は、一定時間内にキー操作があるかを判断し（図１３ステップＳ
３３）、一定時間内にキー入力があれば、上述したステップＳ３１～Ｓ３３の処理を繰り
返すために開始点へ戻る。携帯電話機１は、一定時間内にキー入力がない場合、キーバッ
クライト１４全体を消灯し（図１３ステップＳ３４）、処理を終了する。
【０１２５】
　図１５は本発明の第４の実施の形態におけるキー操作により指示された動作の種類に応
じて応答する様子を示す図である。図１５においては、本発明に関するキーバックライト
１４によるキー操作への応答の様子であり、キー操作により指示された動作の種類が「録
画開始」である場合において、上述した処理の通りにライトの色を変更して点灯した結果
を示している。
【図面の簡単な説明】
【０１２６】
【図１】本発明の第１の実施の形態による携帯電話機の構成例を示すブロック図である。
【図２】図１のキーバックライトのＬＥＤの実装位置の例を示す図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態によるキー入力応答処理を示すフローチャートである
。
【図４】本発明の第１の実施の形態によるキー入力応答処理に用いるキーの種類と色の指
定との対応を示すテーブルの構成例を示す図である。
【図５】本発明の第１の実施の形態によるキー入力に応答したキーバックライトの点灯パ
ターンを示す図である。
【図６】本発明の第２の実施の形態によるキー操作結果の正否の通知処理を示すフローチ
ャートである。
【図７】本発明の第２の実施の形態によるキー入力の操作結果の正否の通知処理に用いる
キーの種類と色の指定との対応を示すテーブルの構成例を示す図である。
【図８】本発明の第２の実施の形態におけるキー操作の結果の正否を通知する様子を示す
図である。
【図９】本発明の第３の実施の形態による必要とするキー入力数と入力済みのキー入力数
との通知処理を示すフローチャートである。
【図１０】本発明の第３の実施の形態によるキー入力数の通知処理に用いるキーの種類と
色の指定との対応を示すテーブルの構成例を示す図である。
【図１１】本発明の第３の実施の形態によるキー入力数の通知処理に用いるキーの種類と
色の指定との対応を示すテーブルの構成例を示す図である。
【図１２】本発明の第３の実施の形態における必要とするキー入力の数と入力済みのキー
入力の数とを通知する様子を示す図である。
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【図１３】本発明の第４の実施の形態によるキー操作により指示された動作の種類に応じ
た応答処理を示すフローチャートである。
【図１４】本発明の第４の実施の形態によるキー操作により指示された動作の種類に応じ
た応答処理に用いるキーの種類と色の指定との対応を示すテーブルの構成例を示す図であ
る。
【図１５】本発明の第４の実施の形態におけるキー操作により指示された動作の種類に応
じて応答する様子を示す図である。
【符号の説明】
【０１２７】
　　　１　携帯電話機
　　１０　ＣＰＵ
　　１１　ＲＯＭ
　　１２　ＲＡＭ
　　１３　無線機送受信部
　　１４　キーバックライト
　　１５　キー入力部
　　１６　表示制御部
　　１７　表示部
　　１８　マイク
　　１９　スピーカ
　　２０　レシーバ
　　３０　バス
　２０１　キーバックライトＬＥＤ
　２０２　ライト

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】

【図１１】
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【図１４】 【図１５】
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